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◆ 水道配管図の自動交付機を設置　　…P3
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◆ 配・給水管の漏水調査を実施しています
◆「水道」の出前講座を行っています
◆ 水道局では、訪問調査や訪問販売を行う
　 ことはありません
◆ 水道料金にかかる消費税について

西坂台団地高架水槽

浅原東之上配水池

新児島団地高架水槽

新しい配水池・高架水槽が完成！
～水道水を安定して届けます～



　　　　　http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/倉敷市水道局 検  索

　　　　　　　　　◆◆◆平成26年度の取り組み◆◆◆

　　　● 年間総給水量　　　 62,633,000㎥（前年比1.39％減）

　　　● １日平均給水量　　　　171,597㎥

　　　● 給水戸数　　　　　　　203,000戸（前年比0.94％増）

　

　※水道事業は独立採算制です
　　水道事業は独立採算制を採り、事業運営に必要な経費は、水道を利用されている皆
　さんの水道料金などの収入によって賄われているため、原則的に税金が充てられるこ
　とはありません。

　●問い合わせ先　　　水道総務課☎４２６-３６５５
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　業務の効率化や経費の節減に取り組みながら、常に安全でおいしい水道水を皆さんに
届けられるよう編成した今年度予算の概要を紹介します。
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水道料金　69.2 億円　(77.7％)

水道水を作ったり
購入したりする費用
23.1 億円 (26.9％)

施設の維持
管理や送水
する費用
11.4 億円
(13.3％)

メーター検針や
料金収納の費用
5.5 億円
(6.4％)

事業全般に
係る費用
12.8 億円
(14.9％)

国などから借りた
借入金利息の支払い
4.1 億円
(4.8％)

施設の減価償却費や
資産減耗費など
28.9 億円 (33.7％)

3.3 億円

国などから
の借入金
12.2 億円
(61.0％)

国などか
らの補助
金などの
収入
7.8 億円
(39.0％)

不足額　42.5 億円
※不足額は現金支出を伴わない
施設の減価償却費などで補てん
します。

国などから
の借入金
の元金返済
10.0 億円
(16.0％)

施設の建設や改良に係る費用
52.5 億円　(84.0％)

収入
89.1 億円

収入
20.0 億円

支出
62.5 億円

支出
85.8 億円

水道利用加入金など
19.9 億円　(22.3％)

差引利益

平成 26 年度 水道事業予算の概要

利用者の元へ

配水管

配水池

浄水場

送
水
管



水道事業は水道料金によって運営されています。
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　　　　　　　　　◆◆◆平成26年度の取り組み◆◆◆

　　　● 年間総給水量　　　 62,633,000㎥（前年比1.39％減）

　　　● １日平均給水量　　　　171,597㎥

　　　● 給水戸数　　　　　　　203,000戸（前年比0.94％増）

　

　※水道事業は独立採算制です
　　水道事業は独立採算制を採り、事業運営に必要な経費は、水道を利用されている皆
　さんの水道料金などの収入によって賄われているため、原則的に税金が充てられるこ
　とはありません。

　●問い合わせ先　　　水道総務課☎４２６-３６５５

業務量見込み

設置場所はこちら
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◆古い水道管の取替工事
　　　　　　　　　　　　　　　（18.1億円）
　市内全域に張り巡らせた水道管の総延
長は、平成24年度末に約3,173㎞に達し
ました。
　その一方で、水道管の老朽化が進んで
いるため、地震に強い耐震管への取替工
事を進めています。

◆新しい水道管の布設工事　
　　　　　　　　　　　　　　　　（8.3億円）
　市内各地区において、安定して水道水
を届けるため、整備計画に基づき、新し
い水道管の布設を進めています。

◆配水池や高架水槽などの整備 　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（3.2億円）
　水道水を貯めておく高架水槽や、そこ
へ水道水を送るためのポンプを整備しま
す。
　また、市内に点在する配水池や高架水
槽を水道局庁舎から制御・監視するため
のシステムを構築します。

▲水道工事の様子

主な事業
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●問い合わせ先
   水道管理課☎４２６-３６７５

　
　目に見えない地下漏水を早期発見して、
大切な水道水を無駄にしないようにするた
め、また、漏水による道路陥没などの事故
防止のため、市内の配水管・給水管の漏水
調査を計画的に行っています。
◆費　用　
　水道局が負担します。調査員が、調査に
　かかる費用や工事代金を請求することは
　ありません。
◆調査内容
　家庭のメーター付近の調査
　（メーターから蛇口までの調
　査ではありません。）
　昼・夜間の道路上調査
　音聴棒という長い金属棒や
　漏水探知機を使い、地下の水
　道管で漏水がないか調査し
　ます。
◆調 査 員　
　水道局が専門業者に委託し
　ています。腕章を着用し、水
　道局発行の「証明書」を持っ
　ています。 ●申し込み先（講座担当課）

メニュー①②＝浄水課☎４６５-７３１４
メニュー③＝水道総務課☎４２６-３６５５

　
　水道局では、「水道の水は安全？」「水は
どのように作られているの？」といった疑
問に答える「水道」の出前講座を行ってい
ます。

◆対　象
　市内に在住・通勤・通学の学習グループ・
　団体・企業など
◆時　間　９時～ 17 時のうち２時間以内
◆会　場　申込団体で用意してください。
◆料　金　無料
◆申込方法
　１カ月前までに、所定の用紙で講座担当
　課へ申し込んでください。
※詳しくは、広報くらしき４月号折り込み
　「出前講座」に掲載しています。

　
　平成 26 年 4 月 1 日から消費税（地方消
費税を含む）の税率が 5％から 8％に引き
上げられます。水道を平成 26 年 3 月 31
日以前から継続して使用している人につい
ては、６月検針分の水道料金から、8％の
税率が適用されます。
　今回の変更は税率改定のみであり、税抜
きの水道料金は変わりませんので、ご理解
を、よろしくお願いします。

「水道」出前講座メニュ－
　①水道水のできるまで
　②水道水の水質のはなし
　③水の使われ方、上手な使い方

●問い合わせ先
   水道営業課☎４２６-３６６１

　配・給水管の漏水調査を実施しています

　水道局では、依頼なく個人の家を訪問し
て、宅地内の水道管の汚れや水質の調査を
することはありません。また、浄水器やボ
トル水の販売を行うこともありません。
　水道局職員や委託業者が訪問する場合
は、水道局発行の「証明書」を持っています。
不審に思ったときは、証明書の提示を求め
るか、水道局まで問い合わせてください。
●問い合わせ先
   水道総務課☎４２６-３６５５

　水道局では、訪問調査や訪問販売を行う
　ことはありません

　水道料金にかかる消費税について

　「水道」の出前講座を行っています
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